
歳 出（一般会計） 平
成
25
年
度
の
歳
入
決
算
額
は
、
62
億
７
７

１
２
万
円
と
な
り
、
対
前
年
比
20
・
８
％
の
増

と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
繰
入
金
、
町
債
、

国
・
道
支
出
金
等
の
増
が
、
主
な
要
因
と
な
っ

て
い
ま
す
。

歳
入
の
内
訳
（
グ
ラ
フ
１
参
照
）
を
見
る
と
、

国
か
ら
交
付
さ
れ
る
地
方
交
付
税
が
最
も
大
き

な
財
源
に
な
っ
て
お
り
、
25
年
度
で
は
30
億
５

１
４
９
万
円
で
歳
入
全
体
の
48
・
６
％
を
占
め

て
い
ま
す
。
こ
れ
に
国
・
道
支
出
金
や
地
方
譲

与
税
等
の
交
付
金
、
財
源
不
足
を
補
う
た
め
に

措
置
さ
れ
た
町
債
を
合
わ
せ
た
依
存
財
源
は

73
・
２
％
に
な
り
ま
す
。

残
り
の
26
・
８
％
は
、
町
民
の
皆
さ
ん
が
納

付
し
て
い
る
町
税
等
の
自
主
財
源
で
す
。
町
税

の
総
額
は
６
億
３
５
１
万
円
で
一
人
当
た
り
11

万
４
２
１
４
円
の
納
付
額
に
な
っ
て
お
り
ま

す
。
一
般
会
計
の
決
算
で
は
、
基
金
か
ら
７
億

１
９
１
４
万
円
を
取
り
崩
し
、
歳
入
の
不
足
分

を
補
い
ま
し
た
。

歳
出
の
最
終
決
算
額
は
、
62
億
６
８
４
７
万

円
で
対
前
年
比
22
・
４
％
の
増
と
な
り
ま
し
た

（
３
ペ
ー
ジ
・
グ
ラ
フ
２
参
照
）。

総
務
費
は
、
地
域
振
興
費
及
び
総
務
管
理
費

等
の
増
に
よ
り
７
億
９
７
１
５
万
円
の
増
と
な

っ
て
い
ま
す
。

民
生
費
は
、
社
会
福
祉
費
の
増
に
よ
り
７
１

１
９
万
円
の
増
と
な
っ
て
い
ま
す
。

農
林
業
費
は
、
農
業
費
の
農
山
漁
村
活
性
化

対
策
整
備
事
業
や
、
林
業
費
の
21
世
紀
の
森
管

理
経
費
等
の
増
に
伴
い
、
１
億
９
４
２
３
万
円

の
増
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
歳
出
の
項
目
に
あ
る
公
債
費
と
は
、

町
が
事
業
を
行
っ
た
と
き
に
借
り
た
お
金
の
償

還
額
で
す
。
歳
出
の
９
・
０
％
と
負
担
割
合
が

大
き
い
状
況
で
す
が
、
償
還
額
の
ピ
ー
ク
は
過

ぎ
た
た
め
、
毎
年
下
降
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

※
対
前
年
比
が
大
き
い
項
目
の
み
を
紹
介
し
て

い
ま
す
。

一
般
会
計
・
歳
入

一
般
会
計
・
歳
出

歳 入（一般会計）

地方交付税
30億5,149万円
（48.6%）その他

1億6,457万円
（2.5%）
地方譲与税、

地方消費税交付金、

自動車取得税交付金、

地方特例交付金など

依存財源
73.2%

自主財源
26.8%

町　債
5億9,038万円
（9.4%） 国・道支出金

7億9,247万円
（12.7%）

町税
6億351万円
（9.6%）

繰入金
7億1,914万円
（11.5%）

諸収入
4,928万円（0.8%）

分担金その他
2億3,148万円
（3.7%）
分担金及び負担金、

使用料及び手数料、
財産収入、寄付金

総額　　62億7,712万円

町民一人あたりの町税の納付額　114,214円
（平成26年３月31日現在　人口5,284人）

繰越金
7,480万円（1.2%）

津
別
の
ま
ち
の
家
計
簿

一
般
会
計
は
、
７
億
１
９
１
４
万
円
を
基
金
か
ら
取
り
崩
し
ま
し
た

皆
さ
ん
が
納
め
る
税
金
や
国
・
道
か
ら
の
交
付
金
な
ど
は
、
私
た
ち
の
生
活
を
よ
り
良
く

す
る
た
め
に
い
ろ
い
ろ
な
形
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
が
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
ど

の
よ
う
に
使
わ
れ
た
の
か
、
一
般
会
計
を
中
心
に
平
成
25
年
度
決
算
の
執
行
状
況
に
つ
い
て

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

平
成
25
年
度
決
算

農林業費

5億2,696万円（8.4%）

総務費
20億5,036万円
（32.7%）

総額　　62億6,847万円
町民一人あたりの経費　1,186,312円
（平成26年３月31日現在　人口5,284人）

　   

民生費
9億3,078万円
（14.8%）

教育費
5億5,224万円
（8.8%）

消防費

2億5,438万円（4.0%） 労働費 1,623万円（0.3%）

議会費
7,283万円
（1.2%）

商工費 6,606万円（1.0%）

こ
の
ほ
か
特
別
会
計
と
し
て
、
国
民
健
康
保
険

事
業
・
後
期
高
齢
者
医
療
事
業
・
介
護
保
険
事

業
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
・
下
水
道
事
業
・
簡

易
水
道
事
業
の
６
事
業
会
計
と
、
企
業
会
計
で

あ
る
上
水
道
事
業
会
計
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
私
た

ち
の
生
活
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
ま
す
（
表

１
・
２
参
照
）。

各
会
計
と
も
健
全
財
政
に
努
め
て
い
ま
す
が
、

不
足
分
を
補
う
た
め
、
一
般
会
計
か
ら
上
水
道

事
業
を
除
く
６
事
業
会
計
に
、
法
定
繰
り
出
し

を
含
め
て
５
億
２
９
８
９
万
円
が
繰
り
出
さ
れ

て
い
ま
す
。

※
一
般
会
計
の
性
質
別
内
訳
は
表
３
参
照
。

特
別
・
企
業
会
計

一般会計性質別内訳表３

■地方交付税

地方公共団体間の財源不均衡是正

を目的に、国税の所得税、法人税、

消費税、酒税など、それぞれ一定

割合の額を国から交付されるお　

金。

■国・道支出金

町で行う特定の事業に対して、国

または道から交付される負担金、

委託金、補助金。

■町債

町が事業を行うために借りたお金

のほか、地方交付税減による財源

不足を補うため措置された臨時財

政対策債が含まれる。

■町税

町民税や固定資産税、軽自動車税、

特別土地保有税、たばこ税、入湯

税など。

■繰入金

目的の事業を行うための財源及び

財源不足を補う目的で、町の貯金

である基金を取り崩して一般会計

に入れたお金。グラフ１

グラフ２

■総務費

地域振興基金積立金、体験交流施設整備事業等の増

により対前年比63.6％の増。
■民生費
社会福祉費の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付

金経費等の増により対前年比8.3％の増。

■衛生費
地域医療維持助成、下水道事業特別会計繰出金等の増　

により対前年比5.6％の増。

■土木費
道路橋梁費の雪寒建設機械導入事業等及び、河川費
の増により対前年比4.5％の増。
■公債費
償還完了等に伴う過疎対策事業債等の減により対前年

比8.1％の減。

■教育費
小学校費の小学校施設整備事業等の増により対前年比

4.2％の増。

■農林業費
農業費、林業費の増により対前年比58.4％の増。
■消防費
防災対策経費等の増により対前年比16.1％の増。

■議会費
議会運営経費の増により対前年比6.4％の増。
■商工費
給与費の減により対前年比6.8％の減。

諸支出金 23万円（0.0%）

衛生費
6億5,558万円
（10.5%）

土木費
5億8,111万円
（9.3%）

公債費（9.0%）
5億6,171万円


